
青 梅 市 商 工 業 振 興 課

※金利は青梅商工会
　 議所ホームページ
　 をご覧く ださ い。

《 2026年４ 月》

運転資金

開業資金

設備資金

小口緊急

対策資金

融資実行取扱い金融機関

※上記資金の他に共同施設等整備資金、 工業誘導地区工場関連施設整備資金、 工業誘導地区移転用地取得資金、 公害防止施設資金などがあり ます。

制度名

融資の
条件

※都の保証
制度を併用

市内に住所があり 、 かつ

１ 年以上事業を 営み、 市

税を 滞納し ていない中小

企業者および団体（ 組合

の場合、 組合員に対する

転貸資金も 含む）

市内に住所があり 、 かつ

１ 年以上事業を 営み、 市

税を 滞納し ていない中小

企業

市内に住所を有し 市内で

中小企業者と し て新たに

開業し よう と するも ので

あっ て、 申込みまでに開

業についての相談を 受け

事業計画が明確にさ れて

いるも のおよび開業後１

年未満の中小企業者（ 事前

に所定の創業計画書の提出が必要）

運転資金に同じ

（ 組合の場合、 組合施設

　 に限る）

（ 設置場所は市内に限る）

●青梅信用金庫／本店・ 中町支店・ 千ヶ 瀬支店・ 河辺支店・ 青梅東支店・ 羽村支店　 ●り そな銀行／東青梅支店・ 河辺支店　 ●みずほ銀行／東青梅支店
●西武信用金庫／河辺支店・ 千ヶ 瀬支店・ 三ツ原支店・ 小作支店　 ●きら ぼし 銀行／青梅支店　 ●東京厚生信用組合／青梅支店
●飯能信用金庫／青梅東支店　 ●多摩信用金庫／羽村支店　 ●山梨中央銀行／羽村支店

確実な１ 人以上の連帯保

証人または担保あるいは

信用保証協会の保証があ

るこ と 。

◇保証協会の保証におい

て、 法人代表者の保証を

要する場合がある。

◆保証協会の保証がある

場合は、 信用保証料を補

助し ます。（ 100円未満切

捨）

　 ※保証料補助は各制度

　 　 につき2 ,000万円以

　 　 内の融資に限る。

◆繰り 上げ償還の場合は、

返戻保証料の返還が発生

し ます。

◇団体は理事または役員

全員の保証を要する。

①市内に住所を有し 、 かつ市内において１ 年以上

　 事業を営んでいるこ と 。

　（ 開業資金にあっ ては、 市内に住所を有し 、 かつ

　 開業後引き続き事業を営むこ と 。）

②市議会議員の選挙権を有するこ と 。

　（ 法人は除く ）

③すでに納期を経過し た分のすべての市税を完納

　 し ているこ と 。

　 消費税その他租税の未申告・ 滞納や、 社会保険

　 料の滞納がないこ と 。

④市から の中小企業振興資金の融資を受けている

　 場合は、 支払遅延し ていないこ と 。

⑤保証欄の条件を満たせるこ と 。

⑥手形交換所の取引停止処分を受けていないこ と 。

⑦設備資金等については原則と し て未着手の施設

　 であるこ と 。

⑧既に設備資金の利用残高がある場合、 融資実績

　 2／3以上の返済が必要。（ 設備資金のみ）

⑨信用保証協会の保証の対象と なる業種を営んで

　 いるこ と 。 ただし 公害防止施設資金については、

　 こ の限り でない。

①一定の職業を有する者で市内または市長が特定

　 金融機関と 協議の上認めた市区町村に引き続き

　 ２ 年以上居住し ているこ と 。

②市町村議会議員の選挙権を有するこ と 。

③市町村税の納税義務者で、 すでに納期を経過し

　 た分のすべての当該税を滞納し ていないこ と 。

運転資金・ 設備資金

補助率　 １ / ２

小口緊急対策資金

補助率　 全額

開業資金

補助率　 全額

（ 市１ / ３ 　 都２ / ３ ）

申 込 人 の 資 格

連 帯 保 証 人 の 資 格



《 2026年４ 月》

窓　 口
青　 梅

商 工 会 議 所
申　 請　 者 法務局

市役所（ 課 税 課 ・ 収 納 課 ）

納 税 証 明 書

必 要 書 類
申込書

個人　

収支　

内訳書

市内事

業活動

確認書

決算書

申告書
試算表 許可証

履歴事項　

全部証明書

（ 登記簿謄本）

市　 　
都民税
課税　
証明書

市　 　
都民税
法人　
市民税

固定　
資産税
都市　
計画税

軽　 　
自動車税

住民票
（ 個人番号 　 　
 未記載のも の）

申 込 時 配 布 コ ピ ー コ ピー コ ピ ー 原本 原本 原本 原本 原本 原本

法 人

法 人

〇

△ 〇
１ 期分

△
決算後半年

△ 〇 〇
2 期分

△
2 期分

△
2 期分

代表者 〇
１ 期分

〇
2 期分

△
2 期分

△
2 期分

△
市外在住者

個 人 代表者 〇 △ 〇
１ 期分

△ 〇
１ 期分

〇
2 期分

△
2 期分

△
2 期分

保証人
法人代表者以外（ 　 　 　 　 　 　 　 ）の連委保証人

〇
１ 期分

〇
2 期分

△
2 期分

△
2 期分

〇

※Ｎ Ｐ О法人の場合左記の必要書類に加え、

　 ①事業報告書（ 写） ②計算書類（ 活動報告書、貸借対照表）

　 および財産目録（ 写） ③年間役員名簿（ 写） ④社員のう ち

　 1 0 名以上の者の氏名および住所又は居所を 記載し た書

　 面が必要と なり ます。

・ 課税証明書は取得可能な最新年度のも のを取得。

　 非課税の場合は非課税証明書を取得。

・ 固定資産税納税証明書は、 不動産を所有し ていない場合

　 は不要。

・ 軽自動車税納税証明書は、 軽自動車・ 原付などを所有し

　 ていない場合は不要。

・ 必要な納税証明書は２ 期分（ 取得可能な最新年度及び前

　 年度のも の） を取得。

・ 市外での課税がある場合、 課税証明書、 納税証明書はそ

　 れぞれの市区町村にて取得。

・ 試算表・ 履歴事項全部証明書・ 証明書類は３ ヶ 月以内に

　 発行さ れたも の。

・ 決算書・ 申告書は直近の１ 期分をコ ピーで提出。

　（ 法人の場合は、 勘定科目明細書を含む）

・ 決算後半年を経過し た場合、試算表（ ３ ヶ 月以内）が必要。

　（ 法人の場合）

・ 住民票は法人代表者が市外在住または法人代表者以外が

　 連帯保証人になる場合のみ原本を提出。

・ 許可証は許認可を要する業種の場合、そのコ ピーが必要。

・ 設備資金について、 カ タ ログが用意でき ない場合は購入

　 物についての外観、 性能等の概略を事業計画書に明記。

・ 車両購入の場合は、 作業車が対象。

　（ ４ ナンバー、１ ナンバー、８ ナンバー（ 業務用） などの

　 業務上必要と 認めら れる車両）

・ 機械設置・ 店舗改装などの場合、 図面は必須。

・ 設備の場合、 工場関係は、 市環境政策課の認定が必要。

　 工場認可変更届出の必要があるのか確認および、 該当す

　 る場合の工場認可番号の確認は必須。

※設備資金は実行後、 施設完成届の提出が必要で、 それに

　 基づき施設完成確認を行います。

※開業資金につきまし ては、 開業し て１ 年

　 を経過し た後、 経営診断を受ける必要が

　 あり ます。

・ 非課税の場合、 非課税証明書を２ 期分取得し てく ださ い。

窓 口
青 梅

商 工 会 議 所
申　 　 　  請　 　 　  者

必 要

書 類

事 業 　

計 画 書

着手状況

申告書　
見積書 図 面 カ タ ロ グ

建築　

確認書

工場　

認可書

申込時配布 コ ピー コ ピー コ ピ ー コ ピ ー コ ピ ー

〇 △ 〇 △ △ △ △


